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裁判員経験者との意見交換会議事要録 
 
１ 日 時 
 平成２５年９月１１日（水）午後６時３０分から午後８時３０分 

２ 場 所 
 長崎地方裁判所大会議室 

３ 主催者 
長崎地方裁判所 

４ 参加者 
  裁判員等経験者 ９名 
  長崎地方裁判所長 横 田 信 之（司会） 
  長崎地方裁判所裁判官 重 富   朗（刑事部部総括判事） 
  長崎地方裁判所裁判官 荒 木 未 佳（刑事部判事） 
  長崎地方検察庁検事 日 比 一 誠 
  長崎県弁護士会所属弁護士 飯 田 直 樹 
５ 議事内容等 
  別紙のとおり 

※ 裁判員経験者１～６番（以下番号で表記） 
補充裁判員経験者７～９番（以下番号で表記） 
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（別紙） 

１ 所長あいさつ 
○（司会者） 

      これから意見交換会を始めたいと思います。私は進行役をつとめます長崎地裁所長の横

田と申します。どうぞ，よろしくお願いいたします。 

裁判員制度が始まり約４年４ヶ月が経過し，長崎でも多くの裁判員裁判の審理・判決が

行われており，多くの方々に裁判員として裁判に参加していただきました。 

     本日は，裁判員経験者意見交換会に，６人の裁判員経験者，３人の補充裁判員経験者に

ご参加をいただきました。裁判員経験者，補充裁判員経験者の皆さんには，お忙しい中，

意見交換会に御参加いただきありがとうございました。 

     皆さんには，本日，裁判員としての経験を振り返っていただき，御意見や御感想をうか

がいたいと思います。そして，うかがった御意見などを今後の裁判員裁判の運用に生かし，

分かりやすく，充実した裁判員裁判を行っていきたいと思っております。 

     それでは，裁判員経験者以外の参加者を御紹介いたします。検察庁からは，日比検事，

弁護士会からは飯田弁護士，裁判所からは重富判事，荒木判事に出席していただいており

ます。４人の方々には，裁判員経験者の皆さんからの質問に答えていただいたり，時間が

あれば，裁判員経験者の方々に質問していただくことがあるかもしれません。どうぞ，よ

ろしくお願いいたします。 

 
２ 意見交換 
 裁判員裁判に参加しての全般的な感想，印象 
○（司会者） 

 まず始めに裁判員経験者の方々から，全般的な感想をうかがい，その後，進行予定表に

沿って，意見交換を進めていきたいと思います。意見交換会は，実質で１時間３０分程度

を予定しており，途中で２０分程度の休憩時間を取ります。意見交換会終了後は２０分程

度，傍聴されている報道機関の皆さんからの質問の時間をとった上，この会を終了するこ

とにいたします。御協力をお願いいたします。 

まず，皆さんに，裁判員，補充裁判員を経験されてどのような御感想,御意見をお持ち

なのか，お話いただきたいと思います。裁判員経験者１番の方からお願いします。 

１番の方は，殺意について争いのある殺人未遂事件で，選任期日を含めて７日間裁判員

を担当されたということでよろしいですね。それでは，よろしくお願いします。 
○（１番） 
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 僕たちの事件のときは，中国人の方がかかわっている事件ということで，通訳の方を交

えて裁判が行われたんですが，そのときに，通訳を介して会話をしていくので非常に時間

が長くなって，それがなかなか大変だったというか，そういうふうな印象を受けました。

そういうところがあったので，言葉の細かいニュアンスだったりそういう部分が，伝わっ

ているのかなっていう不安も，少しあったかなと思います。 
○（司会者） 

    どうもありがとうございました。 
     それでは，２番の方は殺人未遂の殺意に争いのある事件で，３日間裁判員を担当された

ということでよろしいでしょうか。それでは，よろしくお願いいたします。 
○（２番） 

     感想というより，裁判員になりまして一つ気づいたことは，犯罪があるとその被害者も

加害者も全て過去があって，そして犯罪があって，そして未来，将来という，そういうふ

うにたどるんですけども，私たちがこれまで，事件，犯罪があると，その加害者も被害者

も，これまでのその人の生活そのものを非常に重視して，そしてマスコミも，あるいは週

刊誌もそういうことを非常に大きく取り上げる。だから例えば殺人事件ですと，乱暴な話

なんですけど，死刑が当たり前だとか，あるいは，正直被害者もねとかという，そういう

ふうに非常に重きを置いて，この犯罪そのもの，そしてそれが将来その加害者も被害者も

どういう方向に進むのかということを，なかなか思い浮かばない。この裁判員制度に，私

も入ってみまして気づいたのは，例えば，その加害者なり，あるいはそういう人たちも将

来，どうすれば更生していくのか，そしてこの犯罪はどうして起こったのか。あるいはも

うこれは，この犯罪はもう食いとめる人がいないと。もうこの人はもう死をもって報いる

しかできないと。将来をずっと考えていくというのが，私がかいま見たというのが，初め

て気づきました。もちろん過去のどうして起こったかという，そういう例えば，犯人，加

害者の生い立ちとか，そういうことももちろん加味し，あるいは被害者，あるいは遺族の

人たちの感情というのももちろん取り入れますけども，その取り入れ方が，市井の我々は

どうしてもそちらを重点に考えるということで，裁判というのは，将来に向かっての皆さ

んの思いできちんとした判決，量刑をするんだなというのを気づきました。非常に勉強に

なります。 
○（司会者） 

 どうもありがとうございました。 
それでは，３番の方は強盗殺人等の犯罪の成立には争いのない事件で，６日間裁判員を

担当されたということでよろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。 
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○（３番） 
 私が担当しましたのは，若い方が事件を起こす案件だったんですが，長崎では近年，若

年層が起こす事件が増えたというのが，ちょっと目立ったような感じがします。全国的に

も若年の事件が多過ぎるような気もします。そういうことがないようにしないといかんと

いうように実感をいたしております。裁判員に選ばれて，特にこれは実感するように至り

ました。これを大きく感じるようになりました。 
○（司会者） 

 どうもありがとうございました。 
それでは，４番の方は現住建造物放火の責任能力に争いのある事件で，６日間裁判員を

担当されたということでよろしいですか。それではよろしくお願いいたします。 
○（４番） 

 裁判員裁判のほうに参加させていただいて，一言で言うと非常に私はよかったと思って

おります。実際，そういう裁判の判決が出るまでの過程の中に入らせていただいて，事件

の詳細も知ることができましたし，そういう中で，どういうポイントで見ていくかってい

うのを，皆さんと話し合いながら最後まですることができたということは，非常によかっ

たと思ってます。ただ，最初の段階で，裁判所のほうからまず封筒が来て，いついつに来

なさいということがあって，来たら多分４０名ぐらいの方がいらっしゃって，その中で五，

六人選ばれるということで，多分外れるだろうというふうに思ってたら当たっちゃったも

のですから，そのときのショックのほうがちょっと大きかったなと思ってます。普通宝く

じも当たらないのに，何でこういうのが当たるんだろうというふうに周りからもさんざん

言われました。そういうことがあって，裁判をさせていただいて，結果的にはよかったな

というふうに感じております。全体的には，そういうところです。 
○（司会者） 

ありがとうございました。 
５番の方も，同じ現住建造物放火の事件で裁判員を担当されたということでよろしいで

すね。それではよろしくお願いいたします。 
○（５番） 

 ４番の方と大体同じような，当初から同じような感じでずっといたんですけれども，私

自身も裁判というものについては，ちょっと興味があったっていうかな，そういう感じの

中での裁判員制度だったので，宝くじに当たればいいものをこちらに当たってしまったと

いうことで，じゃあやろうという意欲はあったんです。意欲だけではちょっとどうしょう

もないということでですね，その中で裁判が進む過程において，被害者と被疑者側ですね，



- 5 - 

両方の立場に立たんといかん。なおかつ，裁判ということで，今度は中立的な立場でもの

を判断しなければいけないというようなことが一番大変だったということが，今でも残っ

ております。それだけに，短期間で判断をしなければいけないと。正味５日間でしたかね，

それで勝負を決めなければいけないと。その人の一生を左右する，またはその人の関係者，

親族も含めて近隣の方，多くの方にも影響するというようなことがわかっておりますので，

そういった広い視野でものを見ると，個人的な感情的なものだけではちょっと判断できな

いなというのがですね，この裁判員制度を受けてみて，実際に自分がやってみて，ああ，

なるほどなというのがですね。まあ，裁判官の方の苦労というのがよくわかりまして，私

自身もよく勉強になったなということですね。当初から郵便物が来たときから，その書類

はフォルダーにとじてですね，新聞切り抜きも自分が担当した事件をファイルしておりま

す。きのうも夜１０時ぐらいまでサッカーを見て，終わってから，ああこういったことが

あったな，そうだったなというようなことを振り返って，あのときは，何で自分はこんな

ことを質問しなかったのかな，いや，こういったことを言ってよかったのかなというよう

な気もするのもあります。今となっては，家族の方はどんなしてるのかなあとかですね，

受刑者になる被疑者については，どこでどんなしてるのかなというようなことを，やっぱ

り振り返って，あれでよかったのかなあというような気持ちはあります。簡単ですが，以

上です。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。 
それでは，６番の方も同じ現住建造物放火の事件で，裁判員を担当されたということで

よろしいですね。それではよろしくお願いします。 
○（６番） 

 私も４番と５番の方と一緒に裁判員を経験させていただいたんですけれども，最初，家

に分厚い封筒が来たときに何だこれはって，正直思いました。読んでみて，ああって，め

ったに当たらないものが自分に当たったんだと思って。で，最終的に少人数の中に選ばれ

てびっくりしたんですけれども，結果的には本当に，めったにできない経験ができて，あ

あよかったなって思いました。いろんなことを考えさせられる時期だったんですけれども，

いろんな方の意見が聞けて，いろんな考え方を学ぶことができたなと思いました。最終的

には，もう一度できたら経験したいなと思いました。以上です。 
○（司会者） 

 どうもありがとうございました。 
それでは７番の方は，強盗致傷の犯罪の成立には争いのない事件で，３日間，補充裁判
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員を担当されたということでよろしいですか。それではよろしくお願いします。 
○（７番） 

 私の場合は仕事柄，裁判所にはちょくちょく出入りをしてましたので，今まで皆さんお

っしゃったように，裁判員裁判の裁判員に選ばれたのが，もう宝くじに当たったみたいに

言われるけど，僕は，ああ来たねっていうふうな感じで，いつかは来るものってみたいな

気持ちでずっといたもんだから，全く抵抗ありませんでした。 
 それと，かかわった事件ですけれども，傷害と強盗未遂ですか，そんなんで，凶悪犯罪

じゃなかったもんですから，その被告のほうは同僚から財布を盗んだりとかいうふうな感

じで，何度も結局捕まっては裁判を起こされてるような感じで，４度ほど前科があったみ

たいですね。 
 私が思うのは，判決を，それは出さないといかんから，出すのはそれはここの仕事です

からやむを得んにしても，２番の方がおっしゃったように，どうしてそんだけずっと，事

件を起こすのを，結局フォローできないっていうかな。そのフォロー，確かに難しいと思

います。私だって，刑務所から出てきた人を，従業員として雇うとかそういうのはやっぱ

りちょっと抵抗があるし，友達になろうと言われても，やっぱりちょっと待ってというふ

うな，そういうふうな気持ちもやっぱりあるもんですから全く裏腹ですよね。何とかして

やらないかんと思いながら，かかわり合いたくない。多分みんな一緒だと思うんです。何

とかしてやらんといかんねという気持ちもあるけど，いや，でもいざその場になれば，い

や，ちょっとかかわりたくというのも，そういうところのジレンマはやっぱり。もうちょ

っとしてやらないかんのか，ただ判決だけ，判決も大事だけど，そういうところも，ちょ

っとフォローする機関というかな，そういうところも固めてやらんといかんような気がし

ました。以上です。 
○（司会者） 

どうもありがとうございました。 
 ８番の方は，１番の方と同じ殺人未遂の殺意に争いのある事件で，７日間補充裁判員を

担当されたということでよろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。 
○（８番） 

 私は１番の方と同じ，中国人どうしの殺人未遂事件の補充裁判員として参加させていた

だいたんですけれども，やはり先ほど話ありましたように，同時通訳を介しての裁判とい

うことで，やはり本当に被告，被害者，それぞれが言いたいことがきちっと伝わってるの

かなっていうのがですね，やはり一番ひっかかったというかですね。やはりそれぞれおの

おの，きちっと言いたいことがあるんでしょうけど，我々何と言ってるか全然理解できな
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いので，その通訳の方の言われることを聞いて，判断していくしかなかったんで，本当に

きちっと伝わってるのかっていうのが，やっぱり一番気にはなりました。 ただ，最初裁

判に参加した際に言われたように，結果だけを見て，何て言うんでしょう，人間ですから

どうしても感情が入ってしまいがちですけど，そういうの一切考えずに結果だけを見て判

決を出さなきゃいけないっていう部分においては，ちょっと言い方に，語弊があるかもし

れませんけど，逆に同じ日本人どうしであれば，どうしても気持ちも入ってしまうでしょ

うから，かえってそのあたり，言い方は悪いかもしれませんけど，気持ちがそこまで入ら

ずに済んだという，よいと言うとおかしいんですけど，個人的な意見ですけど，そういっ

たものがあったかなと。ただ非常に裁判の内容自体としては，我々だけじゃなくて，当然

検察官，弁護士，あと裁判官の方々も，同時通訳っていうのは非常に難しいケースだった

んじゃないかなとは感じました。もう一点，その裁判員裁判というものに参加しての感想

なんですけど，４年４ヶ月たったんですけど，やっぱりまだ私の周りにも経験した人ほと

んどいませんし，まだそこまで本当に，何て言うんでしょう，やっぱり選ばれたら絶対参

加しなきゃいけないというのは，重要視されていないような気がしてですね。ですから

我々は当然，本業として仕事をしてるわけですけれど，やはり裁判員裁判に参加するに当

たって，なるべく仕事に支障を来さないようにという，そういった面での苦労は正直感じ

ましたので，今後やっぱり，来年からは４４０人に１人ぐらいの割合で裁判員が選ばれる

みたいですけど，そういった形でもっとどんどん，いろんな方が参加していくべきなんじ

ゃないかなというのは思いました。以上です。 
○（司会者） 

ありがとうございました。 
９番の方は，３番の方と同じ強盗殺人等の犯罪の成立には争いのない事件で，補充裁判

員を担当されたということでよろしいですか。それでは，よろしくお願いいたします。 
○（９番） 

 そうですね。補充裁判員として参加して約半年ぐらいになるんですけど，参加する前と

後では，やっぱりニュースとかでも，裁判員関係のニュースとか裁判関係のニュースに関

しての関心が深まったのは，もう間違いないと思うんです。先ほど８番の方も言われまし

たけど，自分の職場は協力的な職場だったので，参加がスムーズにいったんですけど，や

っぱり今の世の中的には，そこまで会社が協力的なのか，どうもちょっとまだ定かじゃな

いので，先ほどの意見，すごく同調する部分があります。ただ，参加して一番自分が感じ

たのは，裁判の重苦しい空気を感じてですね，自分の周りからはやっぱり犯罪者は絶対出

したくないなと，絶対自分が出させないようにしようという気持ちになりました。身内，
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それから自分の友人関係とかですね。なので，やっぱり伝えられる部分で，そういった部

分の情報とか，自分が体験したことを伝えてですね，絶対犯罪は起こすなよと，若い後輩

とかに伝えて，そういった部分での貢献をやっぱりしていかないといけないのかなという

気は，今非常に思っております。以上です。 
 審理のわかりやすさ（心証のとりやすさ） 
○（司会者） 

どうもありがとうございました。 
 それでは，初めのテーマであります，審理のわかりやすさ，心証の取りやすさの問題に

入っていきたいと思います。皆さん方は，担当された事件がいろいろ異なりますが，まず

事実に争いがある事件の御意見から伺いたいと思います。 
① 殺意に争いのある事件 
まず殺意に争いのある事件，これは１番の方，２番の方，８番の方が関係するかと思うん

ですけども，まず，殺意に争いのある事件について，殺意の認定がどうだったのか，難し

い点，わかりにくい点はなかったのかあたりからお聞きしたいと思いますが，１番の方，

いかがでしょうか。 
○（１番） 

 被害者の方と，加害者の方，もちろんそれぞれ言い分が違ったので，それを結局はどち

らを信じるかというような形になったのですが。そのときに法医学者の方でしたかね，そ

の客観的な立場から見て，例えば傷口がどうだとか，そういうふうなことを言われたのが，

本当に非常に参考になったかなと思いますね。 
○（司会者） 

 検察官，弁護人の主張なり，その証拠も含めてですけども，特にこういう点わかりにく

かったとか，そういう点はなかったですか。 
○（１番） 

 それこそさっき言ったように，中国人の方だったので，その言い分が，正しく，向こう

が言ってることがこちらに伝わってるのかなという部分が，やっぱり不安があったように

思います。 
○（司会者） 

 その事件は，８番の方も同じ事件だったということですが，いかがでしょうか。わかり

にくかったとかいうところはありますか。 
○（８番） 

 そうですね。そのわかりにくいというの，まず一番，本当驚いたのは，先ほど出ました
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けど，被告人と被害者と言ってることが，本当に全く逆なんですよ。だからそういうとこ

ちょっと我々日本人としては考えられないというところから始まって。ですから最終的に

は先ほど話ありましたけれど，いろんな証拠をですね，いろんな方のその専門的な意見，

あと過去の事例だとか，そういったところから最終的に刺さった傷の深さだとか，刺さり

方だとかそういったところも客観的に聞いた意見を基にしながら，最終的に判決だったん

ですけど。やっぱりそうですね，先ほど言いましたけども，それぞれ言ってることが全然

違うし，本当にそれぞれの方が言っていることがこちらにきちっと伝わってたのかという

ところ，そこだけがやっぱり，一番大きく気にはなったとこですけど，最終的には，もう

言ったように結果だけを見て，未遂で済んだんですけど一歩間違ってたら本当に人を殺め

てた事件ですから，最終的にはそこで判断せざるを得なかったんだと思うんですけど。非

常に難しかったと思います。 
○（司会者） 

 本当に言ってることが伝わってるか，通訳人が正確に通訳しているのかどうかあたりに

ついて，ちょっと心配なところがあったという，そういうことなんでしょうか。 
○（８番） 

そうでしょうね，通訳の方も人間ですから。 
○（司会者） 

そのあたりは，何か御自分で何か直接質問するとか，裁判官を通じて質問するとか，何

かそんなようなことは，あったんでしょうか。１番の方。 
○（１番） 

 あったと思います。そのときに実際に何を質問したかは，覚えてないんですが。質問を

いろいろして意見を聞いてましたね。 
○（司会者） 

それから，２番の方も殺意に争いがある事件だったということですが，それで何か難し

いようなところはなかったんでしょうか。 
○（２番） 

 やっぱり最初は難しいなと思いました。というのが，初めてそこで専門用語，態様とい

う言葉が出ましてね。そしてこれはその用いた凶器の刃物の形状だとか，あるいは刺した

跡だとか，そしてどういう状況で刺したかと，そういう一つ一つの事実認定を重ねていっ

て，これは殺人未遂というふうな断定を，それは結局裁判官の方が一つ一つ丁寧に説明し

ていただきましたのでわかりました。状況は確かに殺人未遂ということすらですね，特に

認識できなかったというのが事実なんですけど。それと，その説明を精査していきながら，
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こういうことが理解できたということです。 
○（司会者） 

 そうすると，検察官とか弁護人の活動といいますか，それで特にこういう点がわかりに

くかったとか，こうしてもらったほうがよかったとか，そういう点というのは特にないで

しょうか。 
○（２番） 

 それはありませんでした。審理の前に，予習復習っていいますか，そんなのがずっとこ

う説明を受けてましたので，だからそういう流れ，進め方っていうのが頭に入ってました

ので，特に審理のときに混乱したりということはありませんでした。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。 
② 責任能力に争いのある事件 

それでは，責任能力に争いがある，これは心神耗弱かどうかに争いがある事件で，４番，

５番，６番の方が担当された事件ですが，その責任能力に争いがある事件はどうですか。

どなたでも結構ですが，わかりにくかったとかいう点はありますでしょうか。じゃあ，５

番の方，どうぞ。 
○（５番） 

 医学用語が出たということがその一つですけれど，通常よくわからない，何しろ精神的

な疾患問題の英語が出るもんですから，耳にはしたことあるけど，これがどういう意味か

っていうのがわからなかったということですね。 
 一応，補充的に裁判所から資料をいただいたんですけども，それをまた家に持ち帰って

というか，こういった言葉だったんだということでネットで調べたら，私自身がかえって

混乱しましてですね。これ調べんほうがよかったのかなと，知ることによって墓穴掘った

なというようなことがありましたですね。ある程度のことを知っておけば，今回の裁判の

結果は出せたんでしょうけども，先ほども申しましたように，ちょっと裁判ということに

興味があったし，やろうという気持ちが強いもんですから，これはどんなんだろうか，こ

れはどんなんだろうかと積極的に調べることによって，何度も言うようですけど墓穴掘っ

て，かえってこれよかったのかなというような感じになったということですね。最終的に

は執行猶予の問題というのが，やっぱり，どうしてもひっかかってきたということなんで

すけれども。その辺は皆さん，ほかの裁判員の方とちょっと似たような結果におちついた

んじゃなかったかなという気はしましたですね。 
○（司会者） 
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    今，非常に難しくて，混乱もされたということだったんですが，最後まで非常によくわ

からなかったのか，途中で何かわかるようになったのかというところは，その後，最終的

にはどうなんでしょうか。 
○（５番） 

    わかりませんでした。ちょっとわからなかったものですから，ちょっと身内に医者がい

たもんですから，医者にこういった病名は何って聞いたら，それはネットで調べて，こう

いうふうな精神科の本の中に何っていう言葉で見ればわかるよって，見たんですけれど，

かえって見ないほうがよかったと。知ることによって混乱したということですね。 
○（司会者） 

 そうしますと，初めに検察官とか弁護士さんがいろいろ，その用語の説明と言いますか

主張をしたり，あるいはお医者さんが証人で来て証言したりとすると思うんですが，それ

ではよくわからなかったわけですか。 
○（５番） 

 話の中ではちょっと，なかなかこう，ちょっとわかりにくかったですね。文書でこう起

こしてみて，文書になってみて，あ，こういったことかというのが何となくこうわかって

きたということですね。 
○（司会者） 

    ほかの裁判員の方，６番の方はいかがですか。 
○（６番） 

 そうですね。初めて聞く言葉だったので，最初はとても戸惑ったんですけれども。もう

客観的に考えるっていうのがとても難しくて，どちらとも言えるような感じがしましたね。 
○（司会者） 

４番の方は，いかがでしょうか。 
○（４番） 

 今言われたように，精神科の分野の障害の部分の範囲をどう見るのかっていう話になっ

てきて，ちょっとやっぱり専門的な話で，一般的にはわかりにくい部分があったかと思い

ます。特に今回の場合，検察側の精神鑑定をされた先生のお話と，弁護側の精神鑑定をさ

れた先生のお話がちょっとずれるというか。基本的には合ってるんだけど，細かいところ

が大きく違うよみたいな説明になって，余計，わかりにくさを，我々にとっては非常にわ

かりにくい形に，病気の部分ではなったと思います。ただ，本人さんが言われた事件の内

容という事実的なものに関しては，検察官の方の最初の資料が，実は非常に私にとっては

わかりやすい資料でした。Ａ３の用紙にカラーを交えて，論点をある程度箇条書，項目別
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に分けて書いていただいてたので，事実認定の部分で非常にわかりやすい部分があったと

いうことと，精神鑑定の部分で少しわかりにくかったんですけど，最後は裁判官の方３人

のほうからそれぞれアドバイスをいただきながら，みんなで最終的な量刑まで進むことが

できたので，ちょっと鑑定人の方と精神的なものがわかりにくかったけども，ほかはよか

ったかなというふうに思っています。ただ１点，検察官の方の説明の内容がよかったんで

すけど，ちょっと早口で，時々わからないときがありました。その辺をちょっと言わせて

いただきます。以上です。 
○（５番） 

 すみません，今の４番の方に対してです。検察官と弁護士さんの資料をいただいたんで

すけども，もう４番の方が言われるようにですね，検察官の資料っちゅうのはもう，言っ

ていいのかどうかわかりませんけど，すばらしいと思います。きれいにまとめられて，私

たちが見ても，ああなるほどっていうのがわかるんですけども，弁護士さんからいただい

た資料についてはですね，これで大丈夫かっていうような危惧をいたしました。これは正

直な話です。これは最後に，意見の中でも私ははっきり書きました。本当に，弁護する気

持ちはあるのということまで書きました。それだけ，検事さんのほうばっかりべた褒めし

てもどうかと思うんですけども，ちょっと弁護士さん側のほうに，もうちょっと頑張って

よと言いたいぐらいだったですね。 
○（司会者） 

 そうしますと，検察官の主張は割とわかりやすかったということですね。 
○（５番） 

    はい，わかりました。 
○（司会者） 

    証拠調べの内容はどうだったんでしょうか。 
○（５番） 

 もう大体，同じような感じだったんです。その辺は大丈夫ですね。大体わかりましたで

すね。今言ったのは，トータル的な書類というか，資料をいただいたときの感想であって，

全体の流れということを個々に言ってるんじゃなくて，全体の中で資料がすばらしいとい

うことです。 
○（司会者） 

 ６番の方，初めて聞く言葉で戸惑ったというふうに言われたんですが，言葉の意味とい

うのは，最後には理解できたのか，最後までちょっといまいちよくわからなかったのか，

そのあたりはいかがですか。 
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○（６番） 
     言葉の意味は，もう丁寧に説明いただいたので，最終的にはわかることができました。 

○（司会者） 
 それから，どういうふうに判断するかっていう，判断の手法みたいなところも，問題だ

と思うんですが，その辺はいかがでしたか。どなたでも結構です。 
○（４番） 

 先ほど言ったように，その精神科的な，医学的な分野については，やっぱりみんなわか

らない部分もあったかと思うんですけど，最終的にその辺をどういうふうに考えて量刑を

もっていくのかというところまでいったときに，皆さんとずっと話をするということと，

プラス，やはり裁判官の方が自分たちもこう思うんだけどよくわからないとかですね，迷

うところですよっていうのを，じかに一緒に聞かせていただいて，同じ目線でちょっと話

ができたというようなものが最後にあったんですね。そういう部分が一つ，私にとっては

非常に最後までいくことができた部分だったかなと思うんです。やっぱりそのときにはい

ろんな御意見もありますし，わからないところも多々ありましたけど，最後に皆さん方と

一緒に裁判官方と含めて話ができて，考えをまとめることができたかなというふうに実感

をしています。 
○（司会者） 

    ありがとうございました。 
 検察官のほうで，特に責任能力に争いがある事件で，考慮されてる点とかはありますか。 

○（日比検察官） 
 責任能力は我々もなかなか医学的な知識がなくて，まず先生方からそれこそ時間かけて

聞いて，それをまず自分が理解をして，それを何とかわかりやすくとは思ってるんですけ

ど，なかなか今回の事件でも，今お話がありましたけど，専門家の方が２名証人尋問出て

いただいたということがなかなかなくて，その中で，非常に御苦労されたんだろうなと。

我々も早口も本当に反省しなきゃいけないところだなとは思ってるんですけど，多分私だ

と思うんですけれど。ただ，ちょっと１点お伺いできればなと思うのが，今回，今まで裁

判で証人尋問のときなんかは一問一答型っていうんですかね，我々が１回を質問して，そ

れに対して証人の方，被告人がお答えになるというようなパターンが多かったんです。た

だ裁判員が始まって，検察官のほうでは講義形式というか，先生の方に，今回はパワーポ

イントなんか使って説明をいただいた。検察側の証人の先生の部分がそうだったんですけ

ど，そのあたり検察官側証人の先生の説明なんかは，我々なんか結構わかりやすかったか

なと思うんです。その辺，どうなのかなという御意見を頂戴できればなと思います。 
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○（司会者） 
    いかがでしょうか。 
○（５番） 

 その点についてはですね，私たちはさらに初めてですので，講義形式か，そういう問答

式かというのは，もう全くわかりません。それが当たり前と思えばそう思うし。スクリー

ンに出して，講義みたいにやれば，ああ，そういったやり方なのかなというのがありまし

たので，そこの判断は，ちょっと多分，ほかの人も同じじゃないかなという気がする。も

う，こういうやり方でするんですよっていうことですよね。 
○（日比検察官） 

     検察側の証人の先生の説明ということに限らせていただければと思うんですけど，率直

に言って，なかなかわかりやすくしたつもりだったんですけど，その辺，いかがですかね。

やっぱり難しかったということですか。 
○（５番） 

 いえ，最終的にはですね，わかりました。だから医学用語の深いことは，もうこっちに

おいとってということでですね，最終的には，なるほどこういったことだなというのは，

大方，ほかの裁判員の方も理解できたと思ってます。今回，私たちが担当したのはですね，

たまたまなんですよ，医療関係者が多かったんですよ。そういうことで，比較的にいいの

かなと思ったんですけれども，やっぱり精神科ということになると，ちょっと違うなとい

う感じで，その辺がやっぱりちょっとなじみのない言葉が右から左へぱぱぱっといくと，

ちょっと，うーんというような感じがね。 
○（日比検察官） 

     今後，さらにわかりやすくしていきたいと思います。 
○（司会者） 

    弁護士さんは何かありますか。 
○（飯田弁護士） 

 ４番の方，５番の方，６番の方が担当した事件の弁護人は僕ではありませんが，基本的

には，検察側が責任能力について立証をしないと，証明をしなければいけないので，検察

側が先に話を聞くことが多いと思います。今回は若干，弁護側からもありましたけれども。

そういった場合，専門家の話と聞いていて，もともと意味が，支離滅裂だとか，言ってる

ことがおかしいということっていうのは余りないと思うので，弁護側としては，どれだけ

説明のすじが通ってないかとか，まあこの辺にほかの可能性があるんじゃないかとか，そ

ういったところを中心にやらざるを得ないので，どうしても揚げ足取りになったりとかで
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すね，細かいところに突っ込み過ぎて，そんなとこ関係あるんだろうかと思われたりしな

いように，うまく尋問していく必要があるかなというふうには思っていますけれども，基

本的にはその弁護人，どうしても個々の訓練というか，個々が事件に当ったときに，それ

に応じてやることが多いんです。あとはもう，担当の弁護人の人が，どういうふうに対応

するかということに，結局戻りますけれども，細かいところに入り過ぎないように，揚げ

足取りにならないように気をつけて尋問をするようには，自分が担当のときはしています。 
○（司会者） 

 裁判所のほうでは，特に何か工夫というか，わかりやすくするためにされてる点という

のは，何かありますか。 
○（荒木裁判官） 

 鑑定などが予定されてる事件に関しては，今回の件も事前に鑑定人の方を交えて，審理

でどういう説明をするかという，事前のカンファレンスをやりまして，どういうふうに伝

えたらわかりやすいだろうかと。私たちも素人ですので，かなり難事件だなとは思っては

いたんですけれど，そういう事件こそ，事前にカンファレンスというのは必要かなという

ふうに思いました。 
③ 犯罪の成立に争いのない事件 

○（司会者） 
 それでは次に，犯罪の成立では争いがないけれども，量刑等が問題になった事件につい

てお聞きしたいと思いますが，検察官，弁護人の主張，冒頭陳述とか，論告とか，弁論と

か，あるいは証拠調べの中でわかりにくかったような点はなかったでしょうか。３番の方

はいかがでしょうか。 
○（３番） 

 審理を進めていく中で，その都度，その都度書類がばーって来ましたから，その点につ

いては，理解はできました。それぞれの法的な配慮については説明がございましたので，

別にこれといった疑問はございませんでした。以上です。 
○（司会者） 

ありがとうございました。７番の方はいかがでしょうか。何かわかりにくかったとかい

うふうな点はなかったでしょうか。 
○（７番） 

 いえ，被告が罪を認めてっていうことの裁判でしたから，それと事件の内容もそんな凶

悪じゃなかったしで，全てわかりやすい内容で，検察のほうも，弁護側も，裁判官の方も

ずーっと説明してくれたので，ほとんどわからんとかいうようなことはなく，スムーズに
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できたと思ってます。 
○（司会者） 

 ありがとうございます。それでは，９番の方はどうでしょうか。 
○（９番） 

 私が担当した事件は，先ほどの５番の方々からあったように医療的な難しい文言とかは

ある事件ではなかったので，非常に説明をその都度していただきましたので，わからない

こととかっていうのはほぼなかったと思います。 
  ④ 全体的な点について 
○（司会者） 

それでは，争いがある事件，自白事件含めてですけども，全体的に，ここはちょっとわ

かりづらかったとか，ここはこうした方がよかったのではないかとか，どんな点でも結構

ですが，何か感じられた点というのはありますかね。あるいは，供述調書の取り調べとか

があったんですけれども，供述調書が長かったとか，ちょっとわかりづらかったとか，そ

ういうような点というのは何かありますか。特にないでしょうか。はい，どうぞ。 
○（４番） 

 勝手な想像ですけど，裁判で使われる資料って本来もっと分厚い，捜査資料を含めての

ものと思うんで，分厚いものになると思うんですね。ところが今回見せていただいた資料

って，そんな分厚くない資料で，もう最初の捜査関係の資料的なものはもうまとめ上げら

れてたので，そういう最初の部分での抵抗感というのがない形ですっと入ったものですか

ら，その辺は非常によかったと思ってます。これは繰り返しになりますけど。ただ一方で，

今回の場合，被告本人さんの発言ちゅうのが，なかなか出てこなかったんですね。本人の

どう考えてるとか意見とか，もう言葉が少ないので，自分の考えを上手に表現できない方

だったもんですから，本人さんの意見とか表情とか，そういう全体のイメージが非常に捉

えにくい方だったもんですから，余計に悪いとは思ってるんだろうけど，本当に反省して

るのかなとか，これからどうしたいのか。本当に，先ほどお話がありましたけど，将来的

に本人さんがどういうふうに更生したいのか，生活をしたいのかっていうところを，もう

少し聞きたかったというのが実感です。ここのところが，本人さんが軽度の発達遅滞とい

うこともあって，表現能力がなかなか乏しかったものですから，そういうところがやっぱ

り聞き取れない状態で，我々の判断で将来的な判決というか，将来の希望を持ってくださ

いねっていうふうな形で言ったつもりなんですけど，それが果たして伝わったのかなとい

うのが，ちょっと心残りというか，まだ十分に理解できてないというか，反省点みたいな

ところは，漠然とした形で持ってます。 
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○（司会者） 
ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

○（５番） 
 どうしても，先ほど言われたように，被疑者が自分の考えをうまく表現できないという

ようなことでの質問とか，そういったことだったもんですから，こちらが聞きたいことが

もちろん聞けないし，答えが来ない。それと最後，最後というか私自身がそう思ったのか

もしれませんけども，やっぱり被害者の意見も，こう何かの形で聞きたかったな，文章で

もいいけれども，どういうふうに思ってますかという一言が聞けたらなという気はしまし

たね。今回は特に，兄弟というか姉妹だったもんですから，思う気持ちはあると思います，

兄弟であれば。他人だったら，そんなんないかもしれんけども，兄弟に対する思いがあっ

たんじゃないかなと思う。結果，言い渡しが終わった後，家に帰って兄弟でどんなだった

んだろうかな，被害者になる方は，お姉さんのことをどう思ってるのかなっていうのが，

今でもこう気持ちの中には，ちょっと残ってるという感じですね。全然意思が我々のほう

に伝わって来なかったっていうことでね，文章でもこう書いてというかね，何かあれば，

ああ，こういうふうにっていうことでですね。もし逆に，被害者である妹さんが裁判所に

来て，こういろいろ，いろいろというか，話をすれば，我々担当した人が，量刑が変わっ

たと思います。こちらの裁判所のほうのシステムというかな，そういった被害者は呼ぶ必

要ないっていうことであったのかもしれませんけれども，ちょっとその辺は，我々はちょ

っとわからなかったんですけれどもね。ちょっとその辺が，私自身が心残りというか，そ

の辺どうだったのかなという気は今でもしてます。 
○（司会者） 

 今の御趣旨は，法廷で証人で被害者を取り調べた方がよかったのではないかということ

ですか。  
○（５番） 

 取り調べっていうことじゃなくて，証人だけでも，どういう気持ちであるかという意思

ですね，意思だけ確認したかったなと。 
○（司会者） 

法廷で直接聞きたかったということですか。 
○（５番） 

はい。 
○（日比検察官） 

ちょっと今の点説明させていただくと，争いがあった事件なんですけど，協力が得られ
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なかった事件です。ですから，証拠に出てると思うんですけど，非常に複雑な感情をお持

ち，ああいう事件なので非常に複雑な事件の後で，多分いろんな気持ちの揺れがある。そ

の中で，公開の法廷に出てきて証言をすることに対する抵抗が非常にあった事件なので，

そういう面で我々という，法曹，裁判というのは，当然その被告人をどういう処分をする

のかということを決めなきゃいけないんですけれど，ただ他方で被害者とか，目撃者の方

にも出ていただく，証言していただくということは，非常に心理的な負担を負わせること

になってしまうので，その辺で，我々も悩みながら，その被害者とか目撃者の方の心理的

負担をなるべく軽減しつつ，しかもわかりやすい，かつ，どういう内容を証明するか。そ

の被害者の方はどう言われたのか，ちょっと間接なんでわからないんですけど，我々が聞

いたときにはそういう非常に複雑な話をされていて，そのおっしゃられた内容については，

供述調書に録取をして，七，八行だと思いますけれども，証拠調べさせていただいたって

いう経緯になります。 
○（司会者） 

    裁判所のほうは，何かこの関係で御意見はありますか。 
○（荒木裁判官） 

 私たちも，被害者ですとか，生の声を聞きたいというのは常々思っているところですけ

ど，やはり犯罪の性質ですとか，その被害者がどう思っておっしゃられるかっていう気持

ちにも配慮しないといけないなというふうに思っています。ですけれど，できるだけじか

に聞ければいいと思いますので，検察官のほうでも努力はしていただいてると思いますの

で，引き続き，聞ける事件については聞きたいなというふうに思っています。 
○（５番） 

わかりました。理解いたしました。 
○（司会者） 

 それでは，時間も１時間ほど経過しましたので，ここで２０分ほど休憩したいと思いま

す。 
（午後７時３０分休憩，午後７時５０分再開） 

 裁判員裁判を経験しての精神的負担について 
○（司会者） 

 裁判員裁判を経験されて，精神的な負担，ストレスを感じられたのか，どのように対応

されたのかというような関係の問題に入りたいと思います。まず初めに，最近，被害者の

方の御遺体とか，あるいは殺人未遂事件でもけがの状況の写真など，取り調べることによ

る精神的な負担が問題になってますので，この関係からまずお聞きしたいと思います。御
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遺体やけがの写真をごらんになって，精神的な負担が大きかったのかどうかというあたり

から伺いたいと思いますが，また１番からでよろしいですか。 
○（１番） 

 自分たちの裁判のときは，その傷口の写真を映されたりしたんですが，そのときには事

前に，そういうのが苦手な方は見ないようにというような配慮があったので，特にそうい

った負担はなかったように思います。 
○（司会者） 

    ２番の方は，いかがでしょうか。 
○（２番） 

１番の方がおっしゃったのと，全く同じです。 
○（司会者） 

３番の方は，強盗殺人等ということですが，いかがでしたでしょうか。 
○（３番） 

 事前に，説明されたものですから，別にそういう抵抗はございませんでした。そのとき

も，スライドを出されたときも，別に抵抗はございませんでした。 
○（司会者） 

     ありがとうございます。それでは，あと７番の方，強盗致傷事件ということですが，傷

害のほうの写真とか，何か負担はありませんか。 
○（７番） 

いや，先ほども言ったように，そんな強盗傷害といっても，ナイフで刺してどうこうじ

ゃなくて，倒されてひざと腕とをすりむいたっていうあれで，こんなこと言うたらちょっ

と失礼ですけど，傷害といっても大したことはない写真だったから，全く，そういうふう

な面では問題なかったです。 
○（司会者） 

８番の方は，殺人未遂ということですが，いかがでしょうか。 
○（８番） 

そうですね，私も殺人未遂って，その被害者の方，亡くなったりはしてないので，何て

いうんでしょう，傷口も比較的きれいに刺さってたというか，すごい血がむちゃくちゃ出

たりとか，そういうことではなかったので，さほど抵抗はなかったですね。やっぱり，未

遂で済んでたからっていうのは大きいと思う。逆にこれが本当に亡くなってる方の御遺体

とかだったらちょっと。これは経験してないので何とも言えませんけれど，今回の裁判の

内容自体では，全然抵抗はなかったです。 
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○（司会者） 
ありがとうございました。９番の方はいかがでしょうか。 

○（９番） 
 私はもう，先ほどありましたけど，事前に苦手な方は見なくてもという説明がありまし

たので，自分の場合はやっぱりちょっと判断材料の一つにもなるのかなと思ったので見た

んですけれども，精神的負担といわれればですね，そういうものは感じなかったです。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。きょうお聞きした皆さん方は，余り負担を感じなかったとい

うことですが，一般的に裁判員になって，そういう殺人事件ですと，御遺体の写真とかが

出てくる可能性があるんですが，その辺について，もともと裁判員になるときから，ある

程度予想とか覚悟をされてるものなのか，それとも，その辺の感じはいかがなんでしょう

かね。今お聞きした皆さんは，裁判員になるということで，そういう御遺体あるいはけが

の写真とか見るものだと思って裁判所のほうに来られてたと，そういう感じなんでしょう

か。それとも，そこまではというような感じだったのでしょうか。じゃあ，７番の方。 
○（７番） 

 多分皆さん，そういう気持ちは全然なかったと思います。僕もそういうようなの全くあ

りませんでした。僕の場合は，さっき言ったように，程度としては軽い事件だったものだ

から，さほどなかったんですけど，最近になって，凶悪犯罪のそういう死体の写真を見た

りとかでも，精神的なストレスがたまってというようなことを新聞で見たり読んだりして，

ああ，実はもっと言えば，そこまで凶悪な犯罪の裁判員はないと思ってたんですよ。裁判

員として素人が参加するんだから，軽い，軽微な犯罪だけだろうという，僕自身はそうい

うふうに考えてました。でも，実際，僕もかかわったのが，割と軽い犯罪，軽い犯罪とい

ったらちょっと怒られるかもしれんけど，だったもんだから，後々結局，そういう大きな

事件にも裁判員裁判制度で参加してるというのを目にして，耳にして，ああ，そういうこ

と，そういうのにも参加してるんだというのを聞いて，ちょっと驚いたということはあり

ます。 
○（司会者） 

 ３番と９番の方は強盗殺人ということで，御遺体の写真もあったかと思うんですが，ど

ういうお気持ちだったんでしょうか。 
○（３番） 

 ある一線を引いて，凶悪だなと言うところ以上は，モザイクをかけてしたらいいのでは

ないかなと思います。 
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○（司会者） 
     御遺体の写真とかに，モザイクをかけた方がいいみたいなことですか。実際の事件の場

合は，担当された事件は，モザイクはかかってた，かかってなかったですか。 
○（３番） 

 その境界の境が，どこまでがどうなのか，個人の判断だと思います。そこがちょっと難

しいと思います 
○（司会者） 

９番の方はいかがでしょうか。 
○（９番） 

 先ほど，ちょっと７番の方が言われたのと自分はちょっと全く逆で，テレビのニュース

で，裁判員裁判になりますよっていうときに裁判所に来てくださいという通知が来た時点

で，恐らくこの事件だろうというふうに自分の中ではもう意識して覚悟してましたので，

そういう遺体の写真を見たり，凶器を見たりっていうのも実際あるだろうなという中で来

ましたので，もうそんなに，そんなにというあれはないですけど，はい，そうですね，抵

抗はありませんでした。 
○（司会者） 

 あるいは，この事件で判決するのに御遺体の写真とかが必要なのかどうかという，その

あたりはどういう御意見をお持ちでしょうか。 
○（９番） 

 そうですね。自分はやっぱり選ばれた以上は，全てにおいて責任を負う必要がやっぱり

あるだろうと，自分の意見としてはありますので。ただそこは個人の差があると思うので，

先ほどの見たくない人は見ないというやり方でいいんじゃないかと思います。 
○（司会者） 

 ほかの方は，何か御意見はありますか。４番の方，どうぞ。 
○（４番） 

 私たちの事件も殺人ではなかったので，そういう負担と感じるところは，実際なかった

のかなと思ってます。ただやっぱり，我々の裁判の後に，この前の１ヶ月ぐらいの審理を

するような重大犯，もっと大きな犯罪のときには多分，その死体の写真とかも含めて，大

きな資料が出てくると思いますし，審理自体も長期になるということで，写真的なものプ

ラス時期的な，期間的なものも含めての負担がふえてくるのかなと，ちょっと勝手に思っ

てます。ですから我々の事件は幸い，余り負担に思わなかったんじゃないかな思うんです

が，長期の部分，凶悪と本当に思えるようなときには，やはりいろんな配慮が必要かなと
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いうふうに思います。やっぱり裁判員裁判で呼ばれて，我々のこの事件はこうですよとい

う説明が何もないままに呼ばれますから，それの身構えっていうのが多分できない状態で

来ますので，覚悟してくることもあれば，覚悟しない人も，いろんな方がいらっしゃいま

すので，そういう部分は，あとで審理の中でいろんなフォローをしていくということがや

っぱり必要なんじゃないかなというふうには，勝手に思います。済みません。 
○（司会者） 

ほかの方で何か御意見ありますか。はい，１番の方。 
○（１番） 

 傷口を見せられたときに，もちろん，そのフィクションの中で見たものだったり，ただ

画像だけをどこかで見るときの傷口だったりというのは平気でも，その刺した人が，今そ

の裁判所の目の前にいて，その人が刺したんだと思って見る，また傷口というのは，ちょ

っと別に感じるのがあるんじゃないかなと思うので，だから，そういうところは自分がど

ういうふうに思うかっていうのは，やっぱり予想がつかない上で見るので，ちょっとまた

話が変わってくるのかなというふうに思いました。 
○（日比検察官） 

ちょっと，御質問させていただいてよろしいですか。裁判員の方に。逆に今，精神的負

担という話もあったんですけど，亡くなった御遺体などを，見ないで判断できたのか，要

するに，人が亡くなりましたっていう文字を聞いて，文字だけの話で，本当に人が亡くな

ったということを感じることができるのか。殺人未遂も同じだと思うんですけど，今傷の

写真を見せられましたっていうお話ありましたけど，この傷が刺さっていて，深さが首に

３センチ刺さってましたっていう話を聞くだけで，本当に判断できたのか。それともやっ

ぱり実際に写真を見てイメージが膨らんだということがあるのか。そのあたりの御意見を

頂戴できればありがたいなと思います。 
○（司会者） 

 今の検察官の質問について，何か御意見のある方はおられませんか。はい，５番の方。 
 
○（５番） 

意見ということじゃないんです。一つのアイデアとして，モザイクをかけるというのも

一つだと思うんですけど，見せないで判断するというのは，やっぱり無理だと思います。

だから，シルエット的にするか，モノクロでするか，ある程度の説明はどうしてもやっぱ

り必要だと思います。 
○（日比検察官） 
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 それに関連して，特に３番の方と９番の方になられますかね。今回，長崎では御遺体の

写真に，最初に裁判所のほうから多分，見なくてもいいって話があったんだろうと思うん

ですけど。検察官としても，その御遺体の写真に当初黒色の薄いカバーのようなものを乗

せて，見れる方はこれを，カバーを外しますという形で工夫の方をさせていただいたんで

すけど，そのあたりの感想を，特に３番と９番の方に，またお伺いできればなと思うんで

すけれども。よろしくお願いします。 
○（司会者） 

３番の方，いかがでしょうか。 
○（３番） 

 ある程度，説得力がやっぱり欠けるわけですよね。現実的に，やっぱりインパクトがな

いから。やっぱり殺人だとこういうものだというのは，やっぱり見せるためにはある程度，

ああいう形でもやはり映して，説得させるべきだと思うところもあります。そうしないと

みんなが理解をしないと思います。 
○（日比検察官） 

 ということは，やっぱり写真は見てわかりやすかったという御理解ですか。 
○（３番） 

そうですね，はい。 
○（日比検察官） 

ありがとうございました。 
○（司会者） 

ほかにこの関係で御意見はありますか。ちなみに，裁判所のほうでは，何かこの関係で

御意見等ありますか。 
○（重富裁判官） 

 裁判所の立場としましては，裁判員の中にそういう精神的負担を感じて，将来ですね，

患ってしまう方もおられるんだということが実際にありましたので，証拠としてそういう

ものを本当に見せる必要があるのかどうか，その辺をちゃんと検察官，弁護人と打ち合わ

せて，どうしてそれを見る必要があるかという点で納得がいきましたら，なるべく精神的

負担がかからないような形で見ていただくことにはなろうかと思っております。どんな事

件でも死亡したら見ないといけないという，そういうふうには，実は裁判所のほうは考え

ておりませんので，必要性というところですね。傷の状況を見ないとはっきりわからない

じゃないかとか，そういうことを言われましたら，そういうところは配慮したいというふ

うには思っております。 
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○（司会者） 
 今，御遺体の話があったんですが，御遺体の写真以外でも精神的負担に思われる点もあ

るかと思うんですけれども，その関係はどうですか。判断を下すということ自体もある意

味精神的な負担になるかと思うんですけれども。その辺で，特に何か感じられる点とか，

御意見とか。はい，２番の方。 
○（２番） 

     精神的な負担といって，先ほどから凶暴な事件の残虐性とかを認識させるっていう意味

で，そういう死因を見せるか見せないかって，それによって精神的負担があるのかないの

かっていうのは，実は私は，私が担当した事件で全くそういうのがなかったもので，体験

がないものですので，何とも答えようがない。ただ，このテーマの精神的負担というのは，

私のイメージの中ではちょっと別のことを考えてたもので。私がここで裁判にかかわって，

そしてその後，ここでマスコミの方からのインタビューを受けたときに，私はこんなこと

を言ったんですけども。これは軽微と言ったら失礼ですけども，執行猶予つきのあれだっ

たので，この裁判は，スムーズっていうか何の違和感もなくやりましたけども，これが重

大な，凶暴性があって，とんでもない事件だと，どうですかね，裁判員として耐えること

ができない，それを例えばもう死刑とかいう判決，そういうものに下すのに，私は精神的

な負担が，これはちょっと無理ではないかなというお話をした経験があるんですけども。

ただ，ちょっとそれから月日がたちまして，やっぱり裁判というのが非常に客観的冷静に，

そして透明性を帯びた一つ一つを積み上げて判決を下すというその一点の作業の中には，

罪の軽重というのはないんではないかと。やっぱり，今言ったことの軸をきちんとして審

理をしていけば，今言ったように執行猶予も死刑も，ある意味淡々とできるのではないか

なというふうに思ってました。また，審理の最中，テクニックとしては，裁判官の方がず

っと精神的な負担を負わないように，こうカンファレンスをしながら，レクチャーをしな

がら進めていかれたので，私はそういう意味での裁判員の負担というのはそれほど大きく

ないのではないかなというふうに思ってます。以上です。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。 
 この関係で，ほかの方はいかがでしょうか。３番の方もそういう重い事件だったと思う

んですが，いかがでしょうか。 
○（３番） 

別に，精神的な負担というのは，とりたててありませんでした。 
○（司会者） 
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ほかの方は，いかがでしょうか。あるいは，裁判所からのある意味サポート態勢とかが

十分だったのかどうかみたいなことも含めて，裁判員の負担を軽減するために，こういう

こともやったほうがいいのではないか，そういう観点でも結構ですし。何かこの関係で御

意見，御感想はありませんか。はい，８番の方。 
○（８番） 

     先ほど，ちょっと私も意見させていただいたんですけど，やっぱり皆さん仕事があると

思うんですね。そういった現場の証拠写真とか，そういった負担ももちろんですけど，そ

れ以外のさっき控室で話が出ましたけど，長崎って本当特殊な県ですから，離島とかもた

くさんあってですね，遠くから来られる方とかも当然おられると思うので，そういった意

味での，精神的な負担とはちょっと違うのかもしれないですけど，やっぱりさっきも言い

ましたけど，裁判員裁判に参加しやすい環境づくり，仕事を持ってる方でもスムーズに参

加できるような，そういった基礎づくりというのをやっぱりやっていかなきゃいけないん

ではないかなというのは正直思います。まだ４年ちょっとですから，そこまで浸透してな

いっていうのもあるかもしれないんですけど，今後，やっぱり我々と同じように参加する

方は，やっぱり何ていうんでしょうね，当然仕事に支障を来すわけにはいかないでしょう

し，そういった意味でのフォローっていうのが，今後絶対に必要なんじゃないかなってい

うのは，参加して一番大きく感じたことです。 
 その他 
○（司会者） 

 ありがとうございました。裁判員の負担の関係はよろしいでしょうか。それでは，その

他ということに入りまして，今回補充裁判員の方も３名来られてますので，補充裁判員で

あるということについての御感想とか御意見とかは何かありますか。いかがでしょうか，

７番の方は。 
○（７番） 

 同じように，やっぱり考えて，意見を出して，最後にあなたたちは判決のあれには参加

できませんよというのは，やっぱりちょっと何か抵抗ありますね。もうそういうんじゃな

くて，もう全員，ちゃんと判決に参加できる人だけを呼べばいいという気持ちが最初もあ

りましたし，最後もやっぱり同じようにありました。 
○（司会者） 

    ８番の方はいかがでしょうか。 
○（８番） 

 そうですね。私も実は参加している最中に，いろいろ意見交換したときに，７番の方と
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同じような意見を述べたんですけど。ただ，やっぱり実際終わって，数箇月たっていろい

ろ考えたら，やはりその補充裁判員というのも当然必要だとは思います。ですから補充裁

判員も含めた上で，何ていうんでしょうか，絶対に必要っていうことを，やっぱり皆さん

に，認識をしていただきたい。だから，ともすれば補充だから，最終的に今言われたよう

に，最終的な判決，多数決になったときに，多数決の１票には入らないわけですから，必

要ないんじゃないかって思われがちですけど，やはり我々，我々というか私は，補充裁判

員として参加させていただきましたけど，真剣に審理にも取り組んだつもりですし，もち

ろん意見も述べさせていただきましたので。だから，やっぱり必ず補充裁判員というのは

必要だというのは，今思ってます。 
○（司会者） 

ありがとうございました。９番の方はいかがでしょうか。 
○（９番） 

 そうですね。７番の方と，８番の方と同意見ですし，最初に選ばれたときに，いったん

６名の裁判員が選ばれて，番号呼ばれなかったんでもう帰っていいなと思ってたら補充で

呼ばれて。名前が補充だったんで，何かその裁判員の方に，何かがあったときに呼ばれる

のかなっていうイメージだったんですけど，実際に参加してくださいということだったん

ですよね。なので，自分の意見としては，その補充裁判員という名前をちょっと変えても

らうといいのかなっていう気はします。補充っていう時点で，ちょっとやっぱりイメージ

がですね，やっぱり弱いというか，勘違いされる方がやっぱり出てくるのかなと思います

ので，そこはちょっと変えていただければ，ちょっと考え方が変わってくるんじゃないか

と思います。 
○（司会者） 

ありがとうございました。裁判所のほうは，何かこの関係でありますか。 
○（重富裁判官） 

 ６名以外にその補充裁判員を選ばせていただく理由はちゃんとあることはあるんです

けど。実際の評議の場で，なるべくこう補充裁判員の方も積極的に審理，評議に参加して

いただけるようにっていう配慮はしていって，補充裁判員の方の意見で，裁判員の方の意

見が変わってくるといけないという，それくらいのスタンスで私は大体，評議の中では臨

んでいます。最終的な意見の形成というのは，裁判体としての意見ですのでっていうこと

で，申しわけないとは思ってるんですけど。それから最初に補充裁判員の役割ということ

で，口頭ですけど説明させていただいておりますので，その上で了解していただきたいと

いうふうには思っております。 
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○（司会者） 
 それでは，時間も大分経過しましたので，最後に，これから裁判員になられる方に対

する，何かメッセージがありましたら，どなたでも結構ですが，お話しいただければと

思います。県民の皆様で，いろいろ不安に思ってる方もおられると思いますので，どな

たか。では，２番の方，お願いします。 
○（２番） 

 私は，今７２歳なんですけども，裁判員の候補で来たときに７０歳以上は，これは免

ずることができるという規定があります。私は，これは一つ，国が決めた制度ですので，

あえてこれを辞退することもないし，淡々と推移を眺めてたということです。だから，

これから候補者として来た場合は，特別のどうしてもそれに耐えることができない，客

観的な事情があれば別なんですけども，これは一つの制度ですので，淡々とその流れの

中で進めていかれればいいんではないかなと。また，そういう姿勢で裁判員になって，

そして淡々と審理に加わっていくという，そういう姿勢でいいのではないかなというふ

うに思ってます。 
○（司会者） 

 ほかにどなたか，何か。はい，じゃあ５番の方。 
○（５番） 

 ８番の方とちょっと意見が同じなんですけど，この裁判員制度をもっと活用するとい

うか積極的にするということであれば，もっと国がフォローすべきだと思います。とい

うのは，極端な法制化とまではいかなくても，実際中小企業，または個人企業の方が参

加したくても，実際にできなくなってしまうという。１日，２日だといいんですけども，

これが長期化ということになると個人企業の方はもう，かなりの負担というようなこと

になろうかと思ってですね，この辺がもうちょっと国が積極的っていうんですかね，出

やすい，参加しやすいような体質づくりにしてもらったらどうかなと思うんですけどね。 
○（司会者） 

ほかに。１番の方。 
○（１番） 

 僕は２番の方とは逆で，本当に２０代そこそこの若いというか，本当若輩者っちゅう

感じなんですけど，本当にこの裁判員できたのは，いい経験だったなと思って。こうい

う事件があったなということを思いつつ，そのニュースの事件とかを見たら，やっぱり

いろんな人の人間関係だったり思うところがあって，犯罪を行ったのかなというのがあ

って，先ほど言われたような，その淡々とというのとはちょっと違って，やっぱりもう
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逆に感情を入れていろんな事件を考えていってやったほうがいいかなと思うんですね。

その感情がなくてやるんだったら，もう人間がやらなくていいんじゃないかぐらいに思

う分があるので，だからもう存分にいろいろ考えて，その上で判断していけたらいいん

じゃないかなと思います。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。それでは，よろしいでしょうか。６番の方。 
○（６番） 

 すみません，先ほどですね，５番の方がおっしゃられたように，国からの支援という

ことなんですけれども，私は昼間介護の仕事をしているですけれども，夜勤ももちろん

あるわけで，その会社によって違うみたいなんですけれども，私の会社では私が初めて

裁判員に選ばれたんですよ。だから前例がないということで，特別休暇も与えられなか

ったんですよね。そのまま夜勤明け休みの，その公休を使って裁判員に参加するような

形になったんですけれども，ちょっと体力的にも。５日間裁判出たんですけど，休む日

が，休みがなくなったっていうか，そこら辺ちょっと，もうちょっと会社に協力的にな

ってもらえたらなと思って上の人に相談したんですけど，やっぱり経験者がいないから，

やっぱり経験しないとこのきつさは伝わらないから，ちょっとそこら辺，特別休暇がで

きるようになれば，負担が減るのかなと思いました。 
○（司会者） 

 ありがとうございました。それでは，７番の方。 
○（７番） 

 私が担当したときの裁判員の任命された方たち，口をそろえて，びっくりした，もう

どうしようか，そういうような感じで，結局終わった後にやってよかったっていうふう

な意見がほとんどでした。最初にやってみてよかったっていう結論になったんだけど，

やってみたいという人もいるはずなんですよ。そしたら半分は公募とか考えることはし

ないんですかね。半分は公募して，半分は抽せんでっちゅうみたいな。そんなこともあ

ってもいいんじゃないかなというふうに考えてます。 
○（重富裁判官） 

 法律が改正されないとですね，さっき言われたところはどうしようもなくて。国民の

中で，本当はやりたい人っていうのはね，おられるとは思うんですけど，そういう人た

ちだけ集めてするわけにはいかなくて，やっぱり公正さっていうのが一番大切ですので。

いかに公正なメンバーをつくれるかっていうところが，まず一番大切なんじゃないかな

と思っております。 
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○（司会者） 
 それでは時間が来ましたので，これから記者との質疑応答の時間に入らせていただき

ます。 
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３ 報道機関との質疑応答 
○（ＮＣＣ） 

 代表質問をいたします。きょうは，裁判員の経験者の皆様，お集まりいただきありが

とうございます。幹事社のＮＣＣ長崎文化放送のほうから，一，二問質問をさせていた

だきます。まず，５番の方が感想を聞かれた際に，「今になっても，あれでよかったの

かなと思うときがある」とおっしゃいましたが，そのほかの方も，実際に量刑に参加さ

れて一定期間たった今ですけれども，人の道を決める判断を下したことに関して，今，

思う，それも精神的負担にちょっとかかってくることもあるかもしれないんですが，そ

ういうことを今感じられる方がいらっしゃるのか。あと，先ほど，介護職の方が前例が

なくて休暇が取れなかったというエピソードがありましたが，実際に時間的，金銭的に

自分にとってちょっとハンディを負ったなとか，あるいは会社員の方は，会社からどう

いうふうに見られたのかっていうエピソードがあれば，答えていただきたいと思うんで

すが。答えられる方で結構です，お願いします。 
○（司会者） 

 いかがでしょうか。はい，４番の方。 
○（４番） 

 最初の質問で，判決を下した後，今数箇月，私たちもたってるんですけど，精神的負

担というまでは多分考えてないのかもしれませんが，やはり我々がある意味人生の判断

を一部分下したわけですから，非常に重く受けてるのは確かです。あれから被告の方は

どうしてるんだろうと，あの判断をしたのはよかったんだろうかというのは，やはり

時々思い返すことです。ですから，そういう部分ではやっぱり，どんな事件であっても

判決を下すという部分では何らかの負担，心のおもしになってるという部分も，確かに

あると思います。ただそれよりも，やはりそういうことを，こういう裁判に参加して判

決を下すことができた，一人の力じゃないですから，皆さんと一緒にやったということ

に関する達成感みたいなものが，私の中では少し強く感じているところではあります。

それと２番目の質問の，職場での対応ですが，私の職場でも私が最初でした。実は，最

初のテストケースみたいなものが最初あったときに，うちの職場の人間が一人当たった

んですけど，仕事が忙しいっていうことで裁判員を断ることができました。私の場合，

ちょっと管理職的なものもあったので，私が参加することによって後で参加する職員の

方がスムーズにいけるというふうなことも含めて，参加してよかったと思ってます。た

だ，５日間，仕事を休ませてもらいました。幸いなところは曜日が飛んでたんですね。

連続して５日間じゃなかったです。週２回ぐらいを２週間ちょっとで分けてやったもん
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ですから，連続して休むっちゅうことがなかったことが，少しはよかったことかなとい

うふうには思います。ただ，先ほども言いましたけど，重要犯罪の中で１か月も連続で

休むということになった場合に，果たして職場はどう見てくれるのかなというのは，私

も管理職ですから１か月その人が休んで仕事ができないということを，果たして職場が

よしとするかっていったら，私でもちょっとそれはやめてくれというふうにいわざるを

得ないのかなという感じがあります。ですから，幸いこの我々の場合，５日，６日の場

合は何とかなったんですけれど，長い場合には，特に国のほうの支援，５日，６日でも，

職場によっては対応をうまくしてくれなかったところが多いと思うんですよね。恐らく

長期の場合には国のほうとしても制度の改正も含めて，前向きに取り組んでいただきた

いというふうには望みます。せっかく始めた制度ですので，続けていただければなとい

うふうには思います。以上です。 
○（司会者） 

 ６番の方。 
○（６番） 

 すみません，先ほどの質問で，職場からどんな感じだったのかということなんですけ

ど，介護の仕事で人手が足りないんですよ。それでやっぱり１人休むってなったら，や

っぱりきつくて，やっぱり周りからはとても冷たい感じで，それって断れるんじゃない

のって。簡単に，私できませんって言えばいいじゃないっていうような態度だったんで

すよね。それでやっぱり公休を使わないといけないということで，休み希望を５日間入

れたんですけど，ほかにも本当に自分が休みたいときがあるじゃないですか。そのとき

にやっぱり希望を出せなかった。だからその裁判で５日間も希望を出すから，その他自

分の私用のことでは休みが出せなかったし，上の人にちょっと公休ではきついので有休

を使わせていただけませんかというふうにお願いをしたんですけれども，裁判に出ると

報酬が後から日当分振り込まれるじゃないですか。お金が出るのに有休っていうのはお

かしいんじゃないかということで，有休も断られて，ちょっときつかったです。 
○（司会者） 

 よろしいでしょうか。それでは，ほかの記者の方，何か御質問があれば。はい，どう

ぞ。 
○（ＮＨＫ） 

 どうもきょうはお疲れのところありがとうございました。ＮＨＫと申します。せっか

くの意見交換会なので，マスコミ報道についての印象をお伺いしたいと思いまして。御

自身が参加されてる裁判の審理中であったり，あるいは判決が下された後，記事なりニ
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ュースなりを見て，どのように感じられたかとかですね，あるいは記事をその後スクラ

ップで集めた方とか，ニュースの見方が変わった方という御意見もありましたが，もっ

とこういうふうに伝えてくれればとか，こういう報道をすればいいのにとか，そういう

何でも結構ですので御意見があれば，どなたでも結構ですので賜りたいと思います。よ

ろしくお願いします。 
○（司会者） 

 ５番の方。 
○（５番） 

 一番冒頭申し上げたように，積極的にこの制度に参加するという強い気持ちがあった

もんですから，最近のこちらの検事さんの新聞もスクラップしております。事件，判決

が３月２８日だったんですけど，その翌日の新聞は，うち，とってない新聞があるもん

ですからそういったのをコンビニに行きまして全紙買いそろえて読んでみました。私と

事件は４番の方と，二人だけだったんですけども，正確に書いてあった，私たちが言わ

んとすることが正確に書いてあったというところについてはですね，異論っていうか特

に問題はありませんでした。報道，映像とか，そういったのはお断りしたもんですから

ありませんでしたので，新聞記事については，問題なかったと思っております。 
○（司会者） 

 はい，４番の方。 
○（４番） 

 すみません。今５番の方が言われたように，その記事の内容については非常に安心し

たというか，我々が話したことを載せていただいたっていうのはわかるんですけど。た

だ一方で，私たちがかかわった事件の場合に，精神疾患の疑いがある方の犯罪というこ

とがあって，累犯の犯罪者という形での特集みたいなのが，ちょうどそれに合わせて組

まれて，記事の詳細もあるんですけど，どちらかっちゅうと，その障害者の支援の活動

の紹介というものが，裁判の直前に何回も新聞に載るもんですから。ですから何となく

その支援のシステムに乗せることがいいことなんだよみたいな感じのイメージを，その

新聞社の書いてる方からは，ちょっと感じてしまいました。ですから，そういう新聞社

の意図もわかるんですけども，裁判に合わせて，そういういろんな合わせたものが出て

くると，我々もちょっとそういう部分でのプレッシャーがかかったのは事実です。そう

いうプレッシャーがあって，余計にちょっと真剣にっちゅうか，我々なりに一生懸命努

力はさせていただきましたけども，ちょっと本当に記事の，その都度新聞のほうに書か

れることに関しては，プレッシャーが大きかったっていうのも事実です。以上です。 
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○（司会者） 
 ほかの方，何かありますか。よろしいでしょうか。それではほかに，何か御質問等あ

りますか。よろしいですか。はい。 
○（長崎新聞社） 

 長崎新聞社と申します。きょうは，ありがとうございます。今お伺いした御意見の中

で，御自身が体験された裁判員裁判の審理は，そう重くなかったとおっしゃられたよう

な方もいらっしゃったんですけれども，殺人とか，それこそ死刑判決を下さなければい

けない裁判というのも世の中にはあると思うんです。裁判員を体験された方から見て，

そういう死刑とかまで下さないといけない事件を審理することについてはどう思うか。

自分が，またやってみたいと言われた方もいらっしゃいましたけれども，そういった内

容の事件でもやってみたいと思われるのか，そのあたりの御意見をあられる方は教えて

いただきたいと思います。 
○（司会者） 

 いかがでしょうか。はい，５番の方。 
○（５番） 

 皆さん，裁判員の方，同じ考えだと思うんですけど，量刑の軽重にかかわらず悩んで

いる。一言でいうと，悩んでるということについては，皆さん同じだと思います。特に

死刑だからとか，３年だからとか，実刑だから，執行猶予つきだからとか，そういった

ことは関係ないと思います。悩んでることは同じだと思います。必ずしも量刑の軽重に

は関係ないと思ってます。以上です。 
○（司会者） 

 ほかにどなたかありますか。４番の方。 
○（４番） 

 ５番の方とちょっと違って，やっぱり死刑という逆に我々が殺人者になるみたいな意

識を持つような犯罪の裁判にかかわったらどうなるだろうかっていうのは，ちょっとや

っぱり想像ができないですね。だから本当に今回の場合は，我々の場合３年という実刑

を下したわけですけども，それで済んだ事件だったんですけども，でも実はこの後の裁

判のときに死刑っていう判決が出たわけですよね。そういう部分にかかわったときにど

うなんだろうといったときに，個人的にはやっぱり，かなりちょっと不安は強く持って

ます。もちろん，量刑にかかわらず，今回の場合も，みんな真剣にやったのは確かなん

ですけど，ただやっぱり重要な犯罪には，ちょっと尻込みするという気持ちも，私はあ

ります。以上です。 
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○（長崎新聞社） 
 ありがとうございました。 

○（ＮＣＣ） 
 すみません，先ほどの５番の方が，悩まれてるのはみんな同じだと思うという言い方

されたんですけども，悩むというのは，その何を悩むかっていうのを，もうちょっと明

確化していただきたいんです。 
○（５番） 

 はっきり言わせてもらえば，その辺がちょっと個人的な資質っちゅうんですかね，そ

の辺があろうかと思うんです。どういう悩み方してるかっていうのは，ちょっとここで

具体的にっちゅうのは，やっぱり違うと思いますね。私は先ほど申したように，最後に

被害者の方の意見を聞きたかった。しかし逆に聞かないほうがよかったっていう人もい

るかもしれんわけです。そういうふうな悩みです。 
○（司会者） 

 それでは，よろしいでしょうか。７番の方。 
○（７番） 

 ５番の方，みんな意見，考えは同じだろうと言われたけど，やっぱり執行猶予の判決

を出すのと，死刑の判決を出すという，そういう裁判にかかわるのは，それはもう全然

違うと思います。たまたま僕がそういう懲役何年かの判決の，ましてやその殺人とかそ

ういう死体の写真を見たりとか，全くしてないもんだから，全くこの裁判員の裁判に対

して，結局そんなに深い思いもなしに参加して，内容もそんな殺人事件とか凶悪な事件

じゃなかったから，何となくスムーズにとんとんと終わって済ませた。今言われたよう

に，そしたら死刑の判決を出さないかん裁判やったらどうかって言われたら，うーんち

ょっとその裁判やったら，ちょっと参加したくないなという気持ちがあります。その，

何ていうかな，だからその裁判の中身によって，相当なストレスがたまるような，そう

いう裁判員も出てくるんじゃないかと思います。 
○（司会者） 

     ２番の方。 
○（２番） 

 裁判員の候補者として選ばれて，最終的にこちらに来まして，そこで初めて事件の概

要っていいますか，簡単なことを説明されて，そして裁判員として受諾しますかと，そ

ういう経緯をたどってくるわけで，初めからこちらに候補者で来たときにあらかじめ事

件がこういう事件でこうと，先入観がないままにここに来て，ここで判断するわけです。
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ただそのときに，私は，一度裁判員をやった経験から言うと，それが凶悪な事件で，例

えばもう死刑というようなことも想定されるようなことだから，私はもうこれは退きま

すということは，裁判員をした経験上，それはないと思います。それは今回の審理をし

まして，最終的に判断するのは，死刑から無罪まで幅広く量刑の中で，それぞれの裁判

員の方がこの事件はどういうふうな量刑がふさわしいと思うかということを，根拠を示

してそれぞれが，何て言いますか，申し述べるわけです。だからそれは結果的には総意，

皆さんの最大公約数で決めるということですから，一人一人の心の負担というのは非常

に軽減されます。だから，そういう意味では，起こってしまった事件なので，誰かがや

っぱりどこかで判断せんといかんという前提の下では，私は裁判員をした方は，むしろ

今度どういう事件があっても，それには耐えていけるのではないかなというふうに思っ

てます。 
○（司会者） 

 よろしいでしょうか。それでは本日の裁判員経験者の皆様との意見交換会を終了いた

します。裁判員経験者の方々には長時間，意見交換会に御参加いただき本当にありがと

うございました。皆様からいただいた御意見は，裁判員裁判の改善，より充実したわか

りやすい裁判を実現するための貴重な資料になると思います。本日は，遅くまでありが

とうございました。 


